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鳥取県における
「学校業務カイゼン」の推進について

～時間のゆとりは心のゆとり「自ら変革」～

１． はじめに

　鳥取県の学校における働き方改革の取組については、平
成 31 年度からの第３期「鳥取県教育振興基本計画～未来
を拓く教育プラン～」の中において、5 つの目標の 1 つとし
て「学校を支える教育環境の充実」に向けた施策項目に「学
校における働き方改革の推進」を位置づけるとともに、令和
元年 7 月に策定した「鳥取県の教育に関する大綱」におい
ても、重点施策項目に掲げ、積極的に取り組んでいる。
　本県は全国で最も人口の少ない県だが、全国に先駆けた
小中学校の少人数学級など、人と人との絆の強さや小回り
の利く政策を強みに各種施策を実施しており、その中でも重
点的に取り組んでいる学校における働き方改革の現状、成
果、課題等について紹介する。

2． 初期の取組

（１） 「教職員いきいき！プロジェクト」による 
　　業務カイゼンを始動
　本県の働き方改革は、平成 25 年度に教員が子どもとじっ
くりと向き合い、心が通い合う教育を実践するため、教員の
時間的、精神的ゆとりを生み出す具体的な行動計画を策定
し、県、市町村、学校、教育関係者が一体となって取り組
むことを目的に、「教職員いきいき！プロジェクトチーム」を県
教育委員会事務局内に設置し、始動した。
　当時の主な取り組みとしては、学校管理職を対象として、
校内の教職員とともに学校を変化に柔軟に対応できる組織と
するためにリーダーとしてすべきことのヒントを学び、考え、
気づきを得るための「教職員いきいき！トップセミナー」の開

催や、県立学校を年次計画で指定し、外部コンサルタントに
よる校内研修の実施や年間を通じた指導助言を行い、取組
み前後の意識調査によりカイゼン意識の浸透を図る「学校
カイゼン推進校」の取組があげられる。さらに、学校ルール
ブックの作成や共有フォルダ整理のルール化など、小さな活
動であっても学校現場が具体的に成果を感じられ、継続的に
実践できる取組を収集し、県内の他校への情報提供を行う
などの横展開を図った。
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体制のイメージ

プロジェクトチーム
（長：次長）

県立学校対策ＷＧ
（高等学校課
・特別支援教育課）

市町村立学校対策ＷＧ
（小中学校課）

事務部門対策ＷＧ
（教育総務課）

高等学校及び特別支
援学校教員の多忙解
消策の検討

小・中学校教員の
多忙解消策の検討

学校事務職員等の
多忙解消策の検討

構成
◎高等学校課長
○特別支援教育課長
（体育保健課長）
校長
教員

構成
◎小中学校課長
○教育局長
（体育保健課長）
市町村教育長
校長

構成
◎教育総務課長
○教育総務課係長
関係課職員
教育局職員
学校事務職員

◎はＷＧリーダー
○はサブリーダー

1
※体育保健課長は部活動等に関する

テーマを検討する際に参加

地域・保護者・学校連携
方策検討ＷＧ（教育総務

課・学校担当課）

地域、保護者と学校が
連携した教員の多忙解
消策の検討

構成
◎教育総務課長
○小中学校課長
特別支援教育課長
高等学校課長
教育局職員

 
（２）組織改編「教育人材開発課」の設置
　平成 29 年 4 月には県教育委員会事務局の組織改編を行
い、教職員が教育現場の課題やひとりひとりの子どもたちに
しっかりと向き合い、資質・能力を高めながら生き生きと働
き続けることのできる学校づくりを行うとともに、人材育成や
働き方改革・業務改善等について学校種を越えて一体的に
推進する体制を整備するため、「教育人材開発課」を新設し、
その中に「人事企画・業務改善担当」を置いた。
　このことにより、従来、学校種ごとに分かれて対応してい
た様々な課題に対して、全学校種を網羅した全県的な視点
で課題解決に向かうことが可能となり、教育現場の人づくり
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と業務改善を両輪で推進し、いきいきと輝く教職員が学校の
魅力と活力を支えてくための体制整備を行った。

（３）全国初！全県統一の
　　「統合型学校業務支援システム」の導入
　本県における働き方改革の大きな一歩として、「統合型学
校業務支援システム」の導入があげられる。
　これは小中学校における学校業務のスムーズな事務処理等
により、教職員の多忙解消を図るとともに、子どもたちへの指
導を充実する環境を整えることを目的に、平成 29 年度、県
内全ての小中学校が共通して使用する「統合型学校業務支
援システム」を県と市町村が共同調達し、平成 30 年 4 月か
ら本格運用を行っているものであり、都道府県単位で、全市
町村共同調達により一斉導入する方式は全国初となった。

【主なシステム機能】

教
務
処
理
機
能

・児童生徒の基本情報の管理（名簿作成）

・出欠や欠課の管理（出席簿）

・成績の管理や処理（成績処理、通知表作成 等）

・教育課程管理や指導要録作成（時間割・週案作成、

時数管理 等）

・保健情報の管理（健康診断データ、保健室利用管

理 等）

グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
機
能

・スケジュール機能

・掲示板機能（校内外での連絡事項やお知らせ掲載）

・文書回覧（校内の申請・決裁、校外からの文書の

配布・回覧）

・ファイル管理（校内外で利用する書類を一括管理）、

アンケート

※市町村教育委員会と県教育委員会の情報共有にも

活用（H30 年８月～）

【共同調達の効果】
・市町村を越えた人事異動後も、同じシステムにより円滑に

校務処理が行える。
・導入、ランニングコストが大幅に低減された。

【導入の効果】
・校務処理の負担軽減（出欠・成績の入力、成績一覧表

や通知表の発行までの一連の作業をシステム化すること
で、準備や確認の時間が大幅に減少）が図られた。

・情報の共有、活用による教育の質の向上（児童生徒の日
常の様子・特性などを学級担任だけでなく複数の教職員

が情報入力して情報共有）が図られた。
・情報セキュリティ対策の強化が図られた。（データの一元

管理により、学校単位や教員個人の管理が不要）
　また、令和元年 7 月～8 月に教職員へ行ったアンケート結
果ではシステム導入により、「個人連絡」、「連絡掲示板」
などのグループウェアの活用が図られ、他校教職員や校内
の情報共有・連絡調整が容易になるとともに、教務処理機
能によりスムーズに処理できたことから、約 5 割～7 割の教
職員が、業務削減が図られたと回答し、平均で年間約 150
時間の業務時間削減が図られるなどの具体的な数値として
の効果も見えてきている。
　今後、さらなるシステムの利活用を工夫し、学校現場にお
ける業務効率化を推進することにより、児童生徒への指導の
充実及び教職員の多忙解消をより一層進めていくことができ
ると考えている。

鳥取県

3． 「学校業務カイゼンプラン」の策定

（１）第 1 期プランによる取組
　平成 29 年 8 月に中央教育審議会初等中等教育分科会か
ら「学校における働き方改革に係る緊急提言」が発出され
たことを受け、また、本県においても、学校や子どもたちをと
りまく教育環境が多様化、複雑化するとともに、学校に求め
られる教育課題が増加する中、教職員の時間外業務が常態
化している状況を踏まえ、県教育委員会では「学校業務カ
イゼンプラン」を平成 30 年 3 月に策定した。そのプランの
中で「時間管理意識保持の徹底」「業務の見直し・削減」「部
活動の在り方の見直し」等を柱に、令和２年度までの３年間
で 25％の時間外削減を目標に掲げ、学校現場の働き方改



61教育委員会月報　2021年6月号　 Series 学校における働き方改革　

革に取り組んだ。その成果と課題について、以下に整理した
ところである。

【成果】
①各学校におけるカイゼン活動の成果による業務改善や、

上限方針の導入等による管理職を含めた教職員一人ひと
りの意識向上もあり、全校種で時間外業務時間は減少し
ており、中学校及び高等学校において、平成 29 年度比
時間外削減目標を達成し、その他の校種においても削減
した。

②新型コロナウイルス感染症対策の影響はあるものの、結
果的に多くの行事等の中止及び縮減、オンライン会議の
実施など、教職員の時間外業務の削減に直結する動きが
生まれた。

③部活動方針による意識の向上もあり、中学校、高等学校
で部活動による時間外業務が大きく減少した。

④年次的に教員業務アシスタント及び部活動指導員の人数
を拡充したことにより、教員の業務負担軽減に寄与した。

【課題】
①月 45 時間超の時間外業務を行っている者、年 360 時間

相当となる月 30 時間超の時間外業務を行っている者は
着実に減少しているものの、依然として多く存在している。

②令和２年度の学校行事の見直しについて、一過性のもの
とせず、より構造的な業務改善につなげていくことが必要
である。

③令和３年度以降も安易に部活動に係る時間外業務が増加
することが無いよう、ガイドラインを踏まえた取組を引き続
き行っていくことが必要である。

④学校（教員）業務そのものを削減する取組も進めていくこ
とが必要である。

学校業務カイゼンプランの策定による働き方改革の推進

目的 教職員の多忙解消及び負担軽減に向けた取組を推進することで、教職員の心身の健
康保持に努めるとともに、一人ひとりの児童生徒の指導に専念できる環境を整えるな
ど、教育の質の向上を図る。

①月４５時間、年間360時間を超える長時間勤務者の解消
②月当たりの時間外業務：Ｈ２９年度比２５％削減（Ｒ２年度実績で達成）

年 度 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

月１人当たりの時間外業務 １０％減 １５％減 ２５％減

目標

学校業務カイゼン活動取組内容

■平成３０年度から、市町村立学校において共通の校務支援システムを導入（全国初）
■全公立学校で、盆の時期に外部対応を行わない日（対外業務停止日）を導入（３日程度）
■勤務時間外の留守番電話対応の推進
■部活動の在り方の見直し・・・部活動休養日の徹底（原則中学校週２日、高等学校週１日）
■外部人材の配置・・・教員業務アシスタント（Ｒ２：４６名）、部活動指導員（Ｒ２：９９名）

→ 令和２年12月時点（暫定値）における、月４５時間以上の勤務を行った者が
全教職員に占める割合が全校種で減少（R１→R２）

小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校

10.0％減 13.5％減 11.5％減 13.1％減 1.5％減
【対前年比】

【第 1 期のまとめ】
　時間外業務時間の削減について、一定の成果が得られた
一方、時間外業務時間を月 45 時間以内、年間 360 時間
以内とする上限時間の達成には至っておらず、3 年間の成果
と課題を踏まえて、次の「学校業務カイゼンプラン」につなげ、
より一層の働き方改革を進めていく必要がある。また、出退
勤時間及び時間外業務時間を給与・勤怠管理システムによ
り正確に把握し、教職員の時間外業務時間をシステムにより
客観的に計測することが必要である。

（２）第２期プランによる今後の取組
　令和３年度からの３年間の計画として策定した第２期プラ
ンにおいては、目標を「時間外業務月 45 時間、年間 360
時間を超える長時間勤務者の解消」に定め、第１期プラン

〔第１期プランの目標達成状況〕

校種 基準値 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 目標達成状況
H30 目標 実績 目標 実績 目標① 実績② ②－① 判定

小学校 35.9H 33.9H 37.2H 29.9H 33.3H (9.4%) 未達成(△5.6%) (3.6%) (△16.7%) (△7.3%)

中学校 46.1H 43.5H 45.2H 38.4H 38.2H (△0.3%) 達成(△5.6%) (△2.0%) (△16.7%) (△17.0%)

義務教育学校 42.1H 39.7H 43.0H 35.1H 39.5H (10.5%) 未達成(△5.6%) (2.1%) (△16.7%) (△6.2%)

校種 基準値 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 目標達成状況
H29 目標 実績 目標 実績 目標① 実績② ②－① 判定

高等学校 26.8H 24.1H 24.9H 22.8H 21.4H 21.8H 14.7H (△20.2%) 達成(△10.0%) (△7.2%) (△15.0%) (△20.2%) (△25.0%) (△45.2%)

特別支援学校 13.3H 12.0H 13.0H 11.3H 11.5H 10.7H 10.3H (2.3%) ほぼ達成(△10.0%) (△2.6%) (△15.0%) (△13.8%) (△25.0%) (△22.7%)
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の成果と課題を踏まえ、目標の達成に向けて、新たな視点、
要素による業務カイゼンによる構造的な改革を進めるため、
以下の 3 点について、重点的に取り組むこととしている。
①教員以外の人材の活用、配置
　これまでの行事・業務削減の検討は、その多くが、これま
で学校が行っていた業務を、学校が担うことが当然という前
提で行われている。また、外部人材の活用も、教員業務ア
シスタントや部活動指導員といった県教育委員会が雇用した
会計年度任用職員が中心であり、学校業務・教員業務その
ものの削減にはつながっていない。

【対応方針】
・業務そのものの担い手が学校・教員であるべきかを再考し、

各校種の団体等で構成する「学校業務カイゼン活動推進
検討会」でも議論しながら、保護者や地域との適切な役
割分担を進めていく。

・既に学校独自に学校運営協議会（コミュニティ・スクール）
等を活用し、保護者や地域との役割分担を進めている学
校もあるが、県全体の取組として関係団体とも協議を行う
ことで、各学校における役割分担を進めやすい環境を整
備する。

②ＩＣＴ等の活用による業務削減、効率化推進
　コロナ禍の影響もあり、ＧＩＧＡスクール構想が進む中、本
県では共通学習用ツール（Google WorkSpace）を導入
した。当該ツールは、鳥取県学校教育情報化推進計画に
おいても、教員の働き方改革にも活用することとされており、
押印廃止の動きとも併せ、連絡手段等のデジタル化を進め、
業務効率化を進めることが必要である。

【対応方針】
・「Google Meet」を活用したオンライン会議や、「Google 

Form」を活用したアンケート実施など県教育委員会も積
極的に活用を図りながら、学校現場への活用を促していく。

③部活動の地域移行の検討
　令和５年度から中学校の休日運動部活動を段階的に地域
移行する方向性が文部科学省から示されたことを受け、運
動部活動の地域移行に向けた検討を行っていく必要がある。

【対応方針】
・国事業を活用し、中学校における運動部活動の地域移行

に向けた検討及び地域移行に係るモデル事業を実施する。
・文部科学省通知を参考とし、令和３年度に実践研究する２

市と連携すると共に、関係者を交えた検討の上、教員の
地域部活動との兼職兼業に係る考え方を整理していく。

4． おわりに

　本県においては、令和３年１月に文部科学省が開設した「学
校雇用シェアリンク」を活用して、地元企業と学校の連携に
より、企業人材が学校に出向して、雇用維持を図りながら企
業の知見を生かして学校の働き方改革を推進するなど、これ
までなかった新たな動きもでてきている。
　今年度から本格的運用が始まった GIGA スクール構想に
よる ICT 活用の推進と併せて、地域と学校が win-win の
関係を築きながら、本県ならではの学校における働き方改革
を推進していきたい。




